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そのためには、１年次の「教職入門」、２年次の「基
礎実習」「教職入門Ⅱ」、３年次に実際に教職体験を
する「応用実習Ⅰ」（４週間）、および４年次の「応用
実習Ⅱ」（２週間、希望者のみ）の時間が互いに緊密
に連関し合うことで、実習以前の学習や実習後の学
習とつながっていくことに意味があります。「基礎実
習」は参観実習や模擬授業によって実際の教師の仕
事への手ほどきを受ける時間であるとともに、実習以
前にもすでにさまざまな場面で折りにふれて行ってき
た、学校観や教師観や授業観の吟味をあらためて行
う時間だといえます。（「応用実習」がⅠ・Ⅱと二つあ
るのは、異なる学校種で教育実習を体験することと
なっているからです。特別支援教育コースの場合、「応
用実習Ⅰ」では小学校に行きます。また上記の他に、
２年次に特別支援教育基礎実習、３年次に特別支援
応用実習があります。）
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そこでみなさんは、一人の子どもの授業の中でのこ
だわりが教室の友人関係や家庭の状況を背景としたも
のであることを知ったり、自分たちの子どものころで
は考えられないような子どもの姿にその地域や現代社
会の特質を見いだしていったりするかもしれません。

（2）　教師とのかかわりの中での“学び”

2-1　カリキュラムと教育実習
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⎫
⎬
⎭

教育実習のカリキュラム上の位置づけは以下のようになっています。

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
各専修の専門科目 各専修の専門科目 各専修の専門科目 各専修の専門科目
初等教科専門科目 教育方法・課程論 ３年次卒業研究 ４年次卒業研究
教育学概説Ａ・Ｂ 道徳教育論 教職実践演習
特別活動論 生徒・進路指導論
教育心理学概説 教育相談

各教科指導法 各教科指導法
教職入門Ⅰ 基礎実習、教職入門Ⅱ 応用実習Ⅰ 応用実習Ⅱ

特別支援教育基礎実習 特別支援教育応用実習
介護等体験実地

（特支コース以外）
特別支援教育基礎実習

（副免）（特支コース以外）
特別支援教育応用実習

（副免）（特支コース以外）

特別支援教育コースの学生が「特別支援教育応用
実習」、特別支援教育コース以外の学生が「特別支
援教育応用実習（副免）」を履修するためには、下

記の履修最低要件を履修前年度終了時までに満たさ
なければなりません。

2-2　本学部における特別支援学校での教育実習の履修要件

【特別支援教育応用実習履修要件】

《特別支援教育コース》

初等教科専門科目 ６単位

教
職
専
門
科
目

教職入門Ⅰ、教職入門Ⅱ ３単位
基礎実習 １単位
教育学概説Ａ（本質）、教育学概説Ｂ（制度）、教育方法・課程論、道徳教育論、特別活
動論、教育心理学概説、生徒・進路指導論、教育相談、総合的な学習指導法　から １０単位

初等教科指導法 １２単位
専
門
科
目

特
別
支
援
教
育

特別支援教育基礎実習 ２単位

上記以外の特別支援教育専門科目から ６単位

総単位数 ６２単位

【特別支援教育応用実習（副免）履修要件】

《特別支援教育コース以外》

初等教科専門科目 ※いずれかから
６単位中等教科専門科目

教
職
専
門
科
目

教職入門Ⅰ、教職入門Ⅱ ３単位
基礎実習 １単位
教育学概説Ａ（本質）、教育学概説Ｂ（制度）、教育方法・課程論、道徳教育論、特別活
動論、教育心理学概説、生徒・進路指導論、教育相談、総合的な学習指導法　から １０単位

初等教科指導法 １２単位
専
門
科
目

特
別
支
援
教
育

特別支援教育基礎実習（副免） １単位

上記以外の特別支援教育専門科目から ６単位

総単位数 ６２単位
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【特別支援教育コースの学生の教育実習】

3-1　特別支援教育コースの教育実習の流れ

【１年次】

 ＊傷害保険・賠償責任保険加入（入学時）
 ＊「教職入門」履修

【２年次】

 ＊応用実習希望調査
 ＊「基礎実習」履修
 ＊「特別支援教育基礎実習」履修

※参観実習（附属特別支援学校で実施）
 ＊教育実習ガイダンス（後期）

※「実習生調書」を作成し提出します。実
習の時期・実習校が決定されますが、受
入先の都合で、希望通りにならない場合
もあります。

 ＊「特別支援教育応用実習」履修要件の確認
※２年次までに履修した単位が、履修要件

を満たしているかどうか確認します。
【３年次】

 ＊「応用実習Ⅰ」実施
 ＊「特別支援教育応用実習」実施

3-2　他コースの教育実習の流れ

所属コースの主免許取得のための教育実習の流れ
については、それぞれ該当する「教育実習の手引き」
を参照すること。

【２年次】

 ＊特別支援教育応用実習（副免）希望調査
【３年次】

＊「特別支援教育基礎実習（副免）」履修
＊教育実習ガイダンス（後期）

※「実習生調書」を作成し提出します。実
習の時期・実習校が決定されますが、受
入先の都合で、希望通りにならない場合
もあります。

＊「特別支援教育応用実習（副免）」履修要件の
確認

※３年次までに履修した単位が、履修要件
を満たしているかどうか確認します。

【４年次】

 ＊「特別支援教育応用実習（副免）」の履修
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（9）　昼食・間食

昼食・間食などについては、それぞれの学校の指
示に従います。また、勤務時間中の喫煙は禁止とし
ます。ここが、学校であるということを忘れないよ
うにしましょう。
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（特別支援教育コース　Ｔ．Ｉ．）

（特別支援教育コース　Ｓ．Ｉ．）
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Ⅱ　特別支援学校の教育

１　教育のしくみ

(1)　学校とは

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、
高等学校、大学・高等専門学校、特別支援学校、幼
稚園は学校教育法第 １ 条に規定される「学校」で
あり、国、地方公共団体、学校法人のみが設置でき
ます（学校教育法；以下、学校法）。

これらの学校のうち小学校、中学校、義務教育学
校、中等教育学校、特別支援学校の小学部・中学部
は「義務教育諸学校」と呼ばれます。子どもの教育
を受ける権利（憲法第26条）を保障するため、保護
者は子どもが満 6 歳になった翌日以降の学年の初め
から満15歳になった日の属する学年の終わりまで、
義務教育諸学校に子どもを就学させる義務を負って
います（学校法）。

そこで、市町村や特別区は、その区域内の学齢児
童・生徒を就学させるのに必要な小中学校を設置す
る義務を負っています（学校法）。

国立大学法人の附属学校は、授業の研究や開発、
教育実習の実施を主たる目的として設置されています。

(2)　学校と法

国公私立を問わず、学校の制度や運営の基本的あ
り方は、教育基本法、学校教育法などの法によって
定められています。

例えば、教育基本法第 1 条では、教育の目的を
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国
家および社会の形成者として必要な資質を備えた心
身ともに健康な国民の育成を期して行われなければ
ならない。」としています。

これを踏まえ、学校教育法では、学校の目的や教
育の目標、教科用図書、教材の使用、配置すべき教
職員などを定めています。

さらに、学校教育法施行規則は、小中学校などの
教育課程の編成、授業時数、教育課程の基準、懲
戒・体罰などについて規定しています。

(3) 学校と教育委員会

学校の管理は、学校の設置者が行うことになって
いますが（学校法第 5 条）、一般行政から独立した
合議制の行政委員会の一種である教育委員会が実際
の管理を行います。例えば、都道府県立学校は都道
府県教育委員会、市町村立学校は市町村教育委員会
が管理します（地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律；以下、地教行法）。

教育委員会の職務権限は、学校の設置、教育財産
の管理、教育機関の職員の任免などの人事、児童・
生徒の就学、教科書・教材の取り扱い、学校の施設
設備、研修など多岐にわたります（地教行法）。た
だし、市町村立学校教職員の多くを占める「県費負
担教職員」の人事権は都道府県教育委員会が有しま
す。

都道府県教育委員会は 5 名、市町村教育委員会は
5 名ないし 3 名の教育委員により構成され、委員は
地方公共団体の長（知事・市長村長）が議会の同意
を得て任命します。教育委員のうち 1 名が「教育委
員長」に互選され、教育委員会の会議を主宰します。
また教育委員会には、教育長、指導主事、その他の
職員が置かれ、教育長は教育委員会の指導監督の下
に全ての事務を司り、指導主事は上司の命を受け学
校における教育課程、学習指導その他の専門的指導
を行います。

２　特別支援教育のしくみ

(1)　特別支援教育とは

子どもたちは、様々な教育的ニーズをもっています。
特に、障害があるがゆえの教育的ニーズをもつ子ども
たちに対する教育を、特別支援教育と言います。文部
科学省は、「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参
加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立
ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、
その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は
克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うも
の」（文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/tokubetu/main.htm）としています。

特別支援教育は、学校の種別を問わず、障害のある
子どもがいるところ全てで実施されるべきものです。

(2) 特別支援教育の場

特別支援教育は、通常学級でも様々な取り組みがな
されていますが、通常学級では十分な教育効果が期待
できない場合には、通級による指導、特別支援学級、
特別支援学校と、適切な場が選択される必要がありま
す。それぞれの場で可能な支援や取り組みは異なりま
す。制度的に、特別支援学校は障害や支援の程度が
重い子ども、特別支援学級は通常学校内に設置され、
障害や必要な支援の程度が比較的軽い子どもが通うこ
とが想定されています。しかし、いずれも子どもたち
の障害の多様化・重度化が進んでいると言われます。
通級による指導は、普段は通常学級で学びながら、週
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に1～ 8 単位時間で特別な支援を受ける制度です。そ
のような場（通級指導教室）は、通常小中学校に設置
されていますが、他の学校に通級して指導を受ける他
校通級が大多数です。子どもが自分の能力を最大限引
き出し、今と将来の双方を充実させるために、適切な
場を選択することが大切です。

(3)　教育の場の選択

就学先の決定や変更は丁寧に進められなければな
りません。子どもの障害や教育的ニーズを的確に把
握し、保護者と教育関係者で十分に協議することが
必要です。都道府県及び市町村では、「就学支援委
員会」が設置されており、専門家が障害の状態等の
把握や情報提供、保護者との相談に乗るなどの仕組
みがあります。各特別支援学校にも、就学に関わる
委員会が設置されています。

３　特別支援学校のしくみ

(1)　特別支援学校とは

特別支援教育を実施する場は複数ありますが、特
別支援教育の専門性が特に高いとされるのが、盲（視
覚障害）・ろう（聴覚障害）・養護学校（肢体不自由・
病弱・知的障害）を前身とし、障害のある子どもの
教育を専門とした特別支援学校です。特別支援学校
は、「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体
不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）
に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に
準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は
生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識
技能を授けること」を目的としています（学校法）。

特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高
等部、専攻科を設置することができ、そのうち小学
部と中学部は義務教育諸学校に相当します。十分に
時間をかけて、じっくりと一貫した教育を展開し、
社会に巣立っていけるようにと複数の学部を設置す
る学校が大多数ですが、最近では、職業的自立を特
に重視する高等部のみの特別支援学校も設置される
ようになってきています。また、寄宿舎を設置して
いる特別支援学校もあります。

特別支援学校では、相対的に障害の重い子どもた
ちが学んでおり、小・中学部の 1 学級の子どもたち
の人数は 6 名以内と少数です（高等部は 8 名以内）。
また、さらに障害の重い子どものために、 1 学級 3
名以内の重複学級を設置することも可能です。指導
体制は、ティームティーチングが基本です。

(2)　教職員の組織

学校全体で見ると、校長、教頭、教諭、養護教

諭、非常勤講師、事務職員、学校医、学校歯科医、
学校薬剤師などで教職員は構成されています。

学部で見ると、それぞれに学部主事がおり、各学級
担任や各授業担当者によって教育実践が展開されます。

また、研究推進担当、教育実習担当、教務担当、
総務担当、渉外担当などといった、校務分掌があり
ます。

ティームティーチングが基本なので、学級担任は
複数であることが一般的です。子どもたちの障害や
特性、ニーズを十分に考慮すると、複数の教員で指
導に当たっていくことは当然であると言えます。

(3)　家庭との連携

特別支援学校でも、子どもについての理解を深め
るという意味でも、また、家庭とともに教育の方向
性を定めるためにも、家庭との連携は欠かせませ
ん。そのため、「連絡帳」や「学部通信」「学級通信」

「保健だより」「学校だより」などを使って、家庭と
つながる努力がなされています。

また、特別支援学校でも PTA があり、保護者と
教職員が一緒になって、学校づくりをしています。
似た境遇や共通した悩みをもつ保護者も少なくない
ため、比較的活発な活動をしています。

(4) 地域社会との連携

障害のある子どもたちは、就学前から卒業後も、
医療、福祉、労働などといった様々な分野の支援を
要します。特別支援学校もそのような機関と積極的
につながり、必要な手立てを学校として考えること
が大切です。具体的には、市町村の福祉課、児童相
談所、ハローワーク、警察、病院などです。

また、放課後等デイサービスなどを利用して、学
校から家庭に帰るまでの放課後を過ごしているケー
スも少なくありません。そのような場とも、積極的
に情報交換をしていく必要があります。

さらに、特別支援学校には、地域の特別支援教育
を推進するためのセンターとしての機能が期待され
ています。そのため、地域の学校や保護者などの関
係者からの相談を受ける、巡回支援に出向く、啓発
活動を行うなど、多彩な取り組みをしています。

(5)　埼玉県独自の取り組み「支援籍学習」

埼玉県では、障害のある子どもと障害のない子ど
もの関わりをより促すために、「支援籍学習」を実
施しています。特別支援学校に在籍している子ども
が、希望制で、居住する地域の学校に副次的に学籍
を有し（支援籍）、個々のペースでその学校の活動
に参加するものです。

交流及び共同学習の実施に加え、地域との連携が
教育実践レベルでも求められています。
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４　障害のある児童・生徒を理解す
るために

特別支援学校で学ぶ児童・生徒には、視覚障害、
聴覚障害、病弱、肢体不自由、そして知的障害等の
障害があります。

埼玉県には、視覚障害特別支援学校が 1 校、聴覚
障害特別支援学校が 2 校、病弱特別支援学校が 2
校、肢体不自由特別支援学校が８校、知的障害特別
支援学校が24校、肢体不自由と知的障害をともに受
け入れている複合特別支援学校が 3 校ありますが、
埼玉大学では、知的障害の特別支援学校での教育実
習を実施していますので、知的障害のある児童・生
徒について説明をします。

4-1　障害とは

世界保健機関（ＷＨＯ：2001年）は、生きるとい
う行為の中での困難を広く捉えるために、以下のモ
デルを示しました。

図の一番上「健康状態」は、病気はもちろん妊娠
や加齢、ストレスなども含まれます。「人が生きる」
ことには生物レベル、活動レベル（生活行為）、参加
レベル（役割履行）の 3 つの側面がありますが、図
の真ん中「心身機能・構造」「活動」「参加」がまさ
にそれで、 3 つ合わせて「生活機能」と言います。
それぞれの段階で「生きることの困難」が生じた場
合、「機能障害」、「活動制限」、「参加制約」となりま
す。図の一番下「環境因子」とは、例えば建物や交
通などの物理的な環境だけでなく、福祉用具、人間
関係、制度・政策なども含まれる広範な概念です。

「個人因子」は、年齢や性別、民族、ライフスタイル
など、個人特有のものを指します。

例えば、機能障害ゆえに必ず活動制限があり参加
制約を生じる、といった絶対的な一方向性はこのモ
デルにはありません。機能障害がありながら活動に
何の問題も生じない場合でも、就職や結婚の困難な
ど「参加制約」があるかもしれません。また機能障
害があっても、適切な道具（物理的な環境因子）や
訓練などの支援（制度的な環境因子）があれば、「活
動制限」は軽減されるでしょう。このように、図に
書かれた要素はケースごとに異なる相互作用の関係
にあるのです。教育は「環境因子」と捉えられますが、
障害者本人とその家族は、「健康状態」と「心身機能・

構造」以外の部分については特によくわかっている
ので、連携して進めることが大切です。（上田敏

『ＩＣＦの理解と活用』萌文社、2005年を参照）

4-2　知的障害児の特徴

(1)　発達的特徴

知的な発達の遅れがあり、精神年齢が生活年齢よ
り低くなります。

同じ精神年齢であっても、生活年齢が異なる場合
には、その姿は大きく異なります。生活体験の積み
重ねの違いや、年齢相応の行動をとることが意識化
されているからです。

(2)　適応機能の特徴

意思伝達、自己管理、家庭生活、社会生活などに
関して適応機能が不足しています。特に、コミュニ
ケーション能力に課題をもつことや、生活体験の不
足が傾向としてみられます。

(3)　身体的・運動的特徴

知的障害の状況により異なりますが、一般に身体
的・運動的な発達が遅れています。高い所に上って
も平気でいる自閉的傾向を併せもつ子どもがみられ
る反面、ダウン症の子どものように怖がり高い所へ
上れない子どももいます。また全般的に運動の量や
経験の不足も指摘されています。

(4)　心理的特徴

事象の認知や理解に具体性を必要とします。言葉・
文字での理解や概念化、抽象化が苦手ですので、言
語化を求められると、答えられなくなることもありま
す。抽象的な言語での指示よりも、写真や絵を使うな
どより具体的な提示が理解しやすい傾向があります。

指示は具体的で単純に端的に行う方が理解が進み
ます。丁寧に詳しく説明することにより、混乱して
しまう姿が見受けられます。

生活に即したことを繰り返すことや、スモールス
テップが学習効果を高めます。

見通しをもちにくい傾向があったり、見通しがも
てないと安心できない自閉的傾向を併せもつ子ども
もいます。見通しをもたせてから学習活動に入るこ
とは有効です。

(5)　パーソナリティーと社会性の特徴

知的障害児のパーソナリティー構造は一般に分化
しておらず、‘ 硬い ’ とか ‘ 柔軟性にかける ’ といっ
た特徴となります。また、自閉傾向を併せもつと対
人関係が希薄だったり、社会性に課題をもつことが
多く見られます。
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4-3　実態の把握

知的障害児の一般的な特徴を前述しました。しか
し、知的障害児は一人ひとりその障害の状況も、発
達課題も全く異なり、個人差が大きいという特徴が
あり、豊かな個性の持ち主と受けとめることが大切
です。そこで特別支援学校では、児童・生徒、個々
に個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成
し、これに基づいて教育活動を行なっています。な
お、個別の教育計画だからといって、個別だけで指
導を行なうのではありません。学級集団、グループ
集団、学部集団などの集団での学習活動の中で、個
別の指導計画に則り個への指導を施しているのです。

(1)　行動観察

子どものありのままの姿を、いろいろな場面で、
できるだけ客観的に周りの状況と共に記録を積み重
ねることが行動観察です。漠然と子どもの姿を見る
のではなく、観察対象を明確にし、課題をもちなが
ら見ることで、実態の把握が進みます。

(2)　ラポート

子どもは遊んでくれる先生、理解してくれる先
生、認めてくれる先生、共感してくれる先生を求め
ています。教育実習では教えることに傾注しがちで
すが、まず子どもと一緒に時を過ごし、ラポートを
つけ、信頼関係を築くことを大切にしましょう。実
態の把握が進みます。

(3)　諸記録等

標準化された諸テストや、調査記録などは実態の
把握に有効ですが、教育実習では担当の教員に質問
することで代替とします。子どもについて「なぜこ
のような行動をするんだろう」「なぜできないんだ
ろう」等、疑問をもてることが実態の把握のスター
トになるのです。

4-4　留意点

(1)　重複障害

知的障害特別支援学校には、麻痺があり転びやす
かったり、難聴で補聴器をつけている等、重複障害
の子どもも多くいます。配慮が必要ですので、実態
把握に努めると共に、担当の教員から情報を得るよ
うにしてください。

(2)　医療との連携

特別支援学校には、心臓疾患による運動制限があ
る子ども、てんかんによる発作がある子ども、食事
制限がある子どもなど、医療的な配慮が必要な子ど

ももいます。教員は保護者や主治医と相談したり指
示を受けながら教育にあたっています。担当の教員
から情報を得るようにしてください。

(3)　家庭との連携

子どもの理解を進めるためにも、教育効果をあげ
るためにも家庭との連携は不可欠です。実際には学
級通信や連絡帳、面談によることが多いですが、必
要に応じ登下校引率の折や電話で連絡をとることも
あります。教育実習では担当の教員から情報を得る
ようにしてください。

５　教育課程について

5-1　教育課程とは

教育基本法第 1 条（教育の目的）や学校教育法72
条にある特別支援学校の教育の目的を達成するため
に、どこの特別支援学校も学校の教育目標を掲げて
います。特別支援学校の学校教育目標の主な内容と
して、「社会で生きる力、生活する力をつけること、
そして、最大限の自己実現を目指すこと」が含まれ
ています。そして、各学校は、学校の教育目標を達
成するために、小学部、中学部、高等部の各学部
で、日課表等を決め年間の教育計画や行事の計画を
立て、毎日の授業を実践しています。この一連の流
れが教育課程に当たります。教育課程をつくる流れ
を図にすると、図 1 のようになります。

図 1　特別支援学校の教育課程編成の流れ

埼玉県特別支援教育教育課程編成要領
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5-2　特別支援学校の教育課程編成の手順

前項の図 1 で示した特別支援学校の教育課程編成
の手順について簡単に説明したいと思います。

それぞれの特別支援学校は、教育基本法第 1 条
（教育の目的）や学校教育法72条にある特別支援学
校の教育の目的等を踏まえ、一人ひとりの子どもた
ちの障害等に関する実態、学校や地域の実態を十分
に把握した上で、学校の教育目標を設定します。

次に、各学部は、学部としての指導に関する重点
・努力点や学級の目標、個別の目標を設定し、日課
表を決めます。それらの目標等を達成するために、
年間及び学期ごとの指導計画や行事計画を立てます。
ある特別支援学校の行事計画は、表 1のようになっ
ています。

5-3　特別支援学校の教育課程の特徴

(1)　一人ひとりの子どもの実態にあった教育課程

知的障害のある子どもたちと一言でいっても自閉
的傾向がある子やダウン症候群の子、日常生活のこ
とは一人でしっかりできる子から食事等で支援が必
要な子などその実態はさまざまです。そこで、特別
支援学校の教育課程は、こうした子どもの多様な実
態に応じることができる内容であることが大切で
す。具体的には、一人ひとりの個別の目標が指導計
画の中に取り上げられていて、日々の授業において
個別の目標達成に向けて子どもたちが学習に取り組
んでいる姿が見られることが大切です。

(2)　学習したことを生活で活かすことができる総

合学習

知的障害のある子どもたちは、机の上で学習して得
た知識や技能が断片的になりやすく、実際の生活に応
用されにくいといった特徴をもっています。そこで、
各教科や道徳、特別活動を総合、再構成して実際の
生活を中心に学習内容を選択し、実際の生活に則した
流れの中で必要な生活経験を通して学習していく総合
学習が、知的障害のある子どもたちには必要です。

(3)　自立活動

知的障害特別支援学校の指導内容の中には、各教
科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の他に自
立活動があります。その目標は「自立を目指し、障
害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服する」
ことです。その内容としては、「健康の保持」「心理
的な安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「身体
の動き」「コミュニケーション」等の６つがあります。

自立活動は、一人ひとりの子どもたちの実態に応

じて作成した個別の指導計画に基づいてすべての授
業を通じて指導します。さらに、子どもの実態に
よっては、個別または少人数のグループで日課表の
中に時間を設定して指導を行います。

(4)　道徳の学習は、すべての学習の中で

特別支援学校では、道徳の時間が日課表にない学
校がほとんどです。だからといって道徳の学習をし
ていないわけではありません。道徳の時間を設定し
学習しても、それは断片的な知識にとどまり、ほと
んど実際の生活には生かせないのが実状です。そこ
で、特別支援学校では、すべての学習の中で道徳に
ついて指導する機会を積極的に見出し、取り組んで
います。

(5)　子どもの興味関心を大切にした学習

一人ひとりの子どもたちの興味関心を把握し、それ
を大切にして指導計画を作成することが必要です。
そして、自分から活動に取り組む姿を引き出し、「教
師や友だちと一緒に活動できて楽しかった」「苦しかっ
たけど最後までがんばれてよかった」等の体験をたく
さんできるように、計画を立てることが大切です。

(6)　授業の時間は弾力的に

法律で小学校の授業の 1 単位時間は45分、中学校
は50分と定められていますが、これは子どもの発達
や障害の状況によって各学校で適切に決めてよいこ
とになっています。

特別支援学校の総授業時数は、小学校及び中学校
に準ずることになっています。小学部 1 年生の総授
業時数は850単位時間、 2 年生は910単位時間、 3 年
生は945単位時間、 4 年生以上は980単位時間、中学
部は各学年とも1015単位時間が標準です。年間授業
週数は、35週となっています。

(7)　子どもたちがゆとりと見通しをもって学習に

取り組める日課

日課表は、教育課程を具体的に実施していく際の
学校の 1 日または 1 週間のスケジュールです。日課
表を決めるときに大切なことは、第一に子どもたち
の負担にならないようにゆとりのあるスケジュール
になっていることです。第二に子どもたちが見通し
をもって学習に取り組める日課表になっていること
が大切です。

例としてある特別支援学校の小学部、中学部、高
等部の日課表を載せました。小学部は、子どもたち
が毎日をだいたい同じ流れで学習に取り組み、繰り
返し学習することによって、見通しをもって活動で
きるように配慮しています。中学部になると、曜日
と時間を意識して活動できるようになることを期待
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して日課表を作成しています。
また、日課表にある授業名は、子どもたちにとっ

て分かりやすいものであることが大切です。

表 1　特別支援学校の年間行事計画

表 2　小学部 1組の日課表
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表 3　小学部 2・ 3組の日課表

表 4　中学部日課表
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６　指導の形態

6-1　教科・領域等の授業（指導の形態）と教科・

領域等を合わせた授業

教育課程の節でふれているように、特別支援学校
では、小・中学校にはない授業（指導の形態）があ
ります。知的障害児教育においては、学習指導要領
解説に示されている通り、学習指導要領の各教科

（国語・算数・理科・社会・…）や領域（道徳・特
別活動）の内容を、もう一度組織化（総合学習化）
し直すことが出来ます。もちろん、各教科・領域・
総合的な学習の時問をそのまま学習しても良いので
す。しかし、抽象的な概念による学習よりも、具体
的な操作や活動の中での学習の方が、知的障害を有
する子にとっては、興味や関心をもって、意欲的に
取り組めることが多くあります。そして、その活動
の中で、教員が教科の内容も部分的に指導していく
ことで、教科の指導が（総合化してあるいは合わせ
て）行なえた、と考えるわけです。

6-2　教科・領域を合わせた指導の例

「生活単元学習」という授業を例にとって考えま
しょう。

給食のない日があったとします。お昼ごはんをど
うしようか、と投げかけたらどんな答えが返ってく
るでしょう ? 子どもたちは、お昼ご飯を作る・食べ
に行くなどさまざまな意見を出すでしょう。その中
で、作ることになったとします。まず第 一 にメ
ニューの相談、第 二 に材料の買出し、第三に調理、
以下食事、片付けが考えられます。第一では「特別
活動」として話し合いの要素があり、話し合いの
ルールや意見のまとめ方の指導が必要に応じてなさ
れます。買出しでは、「社会科」として買うものを
販売しているお店の選択など地域の学習、レジでは

「算数・数学」として買ったものの合計金額の理解・
支払うお金の金種や金額、おつりの計算などがあり
ます。第 三 の調理では「家庭科」の内容があります。

表 5　高等部日課表
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6-3　各教科指導の場合

各教科を指導する場合、特別支援学校の児童生徒
は、有する障害のために当該学年の学習が困難な場
合が多くあります。

そこで、①目標及び内容の一部を取り扱わないこ
とができる、②目標及び内容の全部または一部を該
当学年の前各学年のものに替える事ができる、③目
標及び内容の一部または全部を、中学部生徒ならば
小学部の目標及び内容によって替えることができる
など、児童生徒の実態に即した学習が組めるように
なっています。

6-4　代表的な教科・領域等を合わせた指導

代表的な指導の形態は、以下の通りです。

(1)　日常生活の指導（学習）

日常生活の指導は、児童生徒の日常生活が充実
し、高まるように日常生活の諸活動を適切に指導す
るものです。日常生活の指導では、生活科の内容だ
けでなく、いろいろな領域や教科にかかわる広範囲
で多様な内容が扱われます。例えば、衣服の着脱・
洗面・手洗い・排泄・食事・清潔など基本的な生活
習慣やあいさつ・言葉づかい・時間を守るなど、集
団生活を行なう上で必要な内容などです。

大事な点は、生活の流れに沿って実際的な場面で
指導を行なうということです。具体的に考えると、
登校・用便・朝の支度（着替え・持ち物整理など）・
係りの仕事・朝の会・給食・掃除・帰りの支度・帰
りの会・下校の諸活動があります。この中で、毎日
反復して行いその指導を通して、望ましい生活習慣
の形成を図っていくのです。

(2)　遊びの指導（学習）

遊びの指導は、遊びを学習指導の中心にすえて、
身体活動を活発にし、仲間とのかかわりを促し、意
欲的な活動を育てていきます。遊びの指導を自由遊
びと課題遊びに分けることがあります。自由遊びは
場所や遊具等の限定がなく、児童が自由に取り組む
遊びです。課題遊びは、砂・水・ダンボール・積み
木等で設定した場や遊具などで一定の課題に沿って
取り組む遊びです。これらの課題が、音楽・図画工
作・体育等の学習の課題へ移行発展してきます。

(3)　生活単元学習

生活単元学習は、児童生徒が実際の生活の中で経
験している、あるいは経験するであろう活動をとり
あげ、それを教育的に再組織して行なう学習です。
生活単元学習では、いろいろな領域や教科の内容が

指導されます。しかし重要なのは、生活単元学習は
領域や教科の内容を習得するための手段なのではな
くて、生活的な目標や課題を達成するための活動が
中心であって、結果的にいろいろな教科・領域の内
容が習得されるということです。

生活単元学習を行なうにあたって留意すべき点を
以下に挙げます。

①単元は実際の生活から発展し、児童生徒の興味や
関心、発達水準等にあったものであり、個人差の
大きい集団にも適合するものであること。

②単元は、必要な知識・技能の獲得とともに、生活
上の望ましい習慣・態度の形成を図るものであ
り、身に付けた内容が生活に生かされるものであ
ること。

③単元は、児童生徒が目標をもち、見通しをもって
単元活動に積極的に取り組むものであり、目標意
識や課題意識を育てる活動をも含んだものである
こと。

④単元は、一人ひとりの児童生徒が力を発揮し取り
組むとともに集団全体が単元の活動に共同して取
り組めるものであること。

⑤単元は、各単元における児童生徒の目標あるいは
課題達成の成就に必要にして十分な活動で組織さ
れ、その一連の単元の活動は、児童生徒の自然な
生活としてのまとまりのあるものであること。

⑥単元は、豊かな内容を含む活動で組織され、児童
生徒がいろいろな単元活動を通して、多種多様な
経験ができるように計画されていること。

(4)　作業学習

作業学習は、職業生活、および家庭生活に必要な
基礎的知識・技能と勤労を重んずる態度を養うとと
もに、進んで社会生活に参加していく実際的な経験
を通して、自主的生活に必要な事柄を身につけてい
く学習です。

6-5　教科別・領域別等の指導

領域・教科を合わせた指導のみで教育課程を構成
している学校ももちろんありますが、多くの特別支
援学校では、領域・教科を合わせた指導を重視しつ
つ、教科別・領域別の指導も行なっています。以下
に、教科別・領域別の指導を示します。

(1)　教科別の指導（題材学習）

いわゆる教科の指導ですが、6-3で示した通り、
子どもたちの実態に合わせて、教育内容を設定する
ことになります。ですから、教科書を教えるのでは
なく、教科の学習内容を生活上の観点から再構成し
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て学んだことを生活の中で生かせるようにしていき
ます。

(2)　特別活動

特別活動の活動内容は、A 学級活動・B 児童会活
動（中・高は生徒会）・C クラブ活動（小学部のみ）・
D 学校行事です。この中で A 学級活動・D 学校行
事は、生活単元学習の中での取り組みとほぼ同じに
なることが多いので、実際に特別活動として取り扱
う内容は B 児童会活動がほとんどです。

(3)　自立活動

児童生徒は、一人ひとりその障害・発達の違いか
ら、言語・運動・情緒・行動などの面で、顕著な発
達の遅れや特に配慮を必要とするさまざまな状態が
みられます。これらの点を障害の状態や発達段階を
ふまえて、指導内容・方法を工夫して指導を行って
いくのが、自立活動です。個々の障害に基づいた指
導を考えていきますので、個別の指導計画を作成し
ます。

(4)　道徳

道徳では、「よりよく生きるための基盤となる道
徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基
に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、
自己の生き方についての考えを深める学習」を行い
ます。この内容は、生活単元学習の指導内容に含ま
れることが多いので、実際に道徳をとりあげて指導
している特別支援学校は少ないようです。

(5)　総合的な学習の時間（中学部・高等部）

これまで培ってきた基礎・基本の力を基に、①自
ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判
断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる
こと、②学び方やものの考え方を身につけ、問題の
解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組
む態度を育て、自己の生き方を考えることができる
ようにすることがねらいです。これまでの生活単元
学習以上に、生徒の興味関心を大切にした活動の準
備・展開の予想（生徒の反応の見取り）・考える調
べる等の活動の設定が重要になります。

７　学級経営

児童生徒にとって学級とは、学校生活を送るうえ
での基盤であり、基本的な学習の場でもあります。

学級を構成する児童生徒の実態もさまざまです。
障害の程度に違いはあっても、そこは子どもと教
師、あるいは子ども同士の関係を通して、一人ひと

りの児童生徒が、自分の立場や役割を自覚し、自分
自身の可能性に気づく場でもあります。

附属特別支援学校を含めて、一般的に特別支援学
校は、小学部、中学部、高等部の3つの学部で構成
されています。年度当初に、各学部所属の教員配置
が決まったのち、学級担任が決定されます。多くは、
複数で担任することになります。担任には、学級経
営をいかに上手く行なうことができるかが問われま
す。そこで、これらのことを前提に、学級担任は、
どのように学級経営に取り組んだらよいか、知的障
害の特別支援学校を中心に述べていきます。

7-1　学級経営案の作成

学級担任としてはじめにする大切な仕事として、
自分の学級の子どもたちの実態をふまえ、学級教育
目標の具現化を目指した、その年度の学級経営案を
作成しなければなりません。

書式は学校によってさまざまではありますが、 1
年間預かった一人ひとりの子どもを、どのように育
もうとしているか、指針となるものです。

内容としては、学校教育目標、学部の指導の重
点・努力点、学級の児童生徒の実態、学級の集団目
標及び個人目標等があります。

7-2　学級集団づくり

知的障害特別支援学校の 1 学級あたりの児童生徒
数は、小学部と中学部は 6 名、高等部は 8 名が基準
となります。

知的障害を主とする児童生徒の集団であっても、
障害の程度は個々に違っています。時には、知的障
害以外に、肢体不自由等の異なる障害を併せもつ子
どももいます。このような児童生徒からなる学級集
団をまとめていくためには、一人ひとりの障害の実
態を正しく理解するための多くの時間と、個々への
細やかで適切な配慮が必要です。

例えば、言葉かけ一つにしても、常に禁止用語ば
かりを使うことで、その子どもの言動が改善される
ものではありません。なぜ、その子はそうした言動
をとっているのか、その要因をしっかりと見極める
ことができて、初めて適切な指導ができるのです。

これらのことを念頭に置きながら、 1 日も早く一
人ひとりの児童生徒と心を通い合わせられる関係を
築くことが、担任としてめざしている学級集団づく
りへの第 1 歩となります。
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7-3　教室環境の整備

生活の場・学習の場としての教室は、日々、子ど
もたちにとって、清潔かつ安全で、明るく安心でき
る場にしておくことが必要です。

教室には、児童生徒用の机や椅子、教卓以外に、
黒板やロッカー、テレビやビデオ等の教育機器に至
るまで、固定して利用する備品や移動可能な備品等
さまざまな物があります。

これらを有効に活用するために、次のことに留意
することが大切です。

①目的に応じて、座席の配置や教室の利用方法を
工夫する。

②子どもたちの興味関心を引く、わかり易く変化
に富んだ掲示や展示の方法を工夫する。

③子どもたちが自分で毎日使用するものは、わか
り易く使いやすい配置を工夫する。

④情緒的に落ち着いて生活や学習ができるよう
に、色彩はあまり刺激的にならないように工夫
する。

7-4　家庭との連携

障害児教育においては、子どもに対する指導はも
ちろん、同時に保護者の理解と協力を得ることが不
可欠です。

保護者は、自分の子どもの将来について、常に期
待と不安をもっています。そして、どのように接し
たらよいか悩んでいます。

担任として、まずは、家庭の様子を理解すること
が大切です。どのような保護者のもと、どのように
育まれてきたのかを、一人ひとりの子どもについて
知る必要があります。

そのためには、保護者と事務的に接するのではな
く、障害のある子をもった親の心情を共感的に理解
することに努めなければなりません。そのうえで、
個々の児童生徒の可能性に目を向けながら、保護者
と共に学び育もうとする姿勢が必要です。

知的障害特別支援学校の場合、子どもを介しての
情報交換が難しい状況にあります。そこで、学校と
家庭が、常に手を取り合っていくための相互理解の
方法として、次のようなことがあげられます。

①欠席の連絡 －朝のうちに必ず連絡するよう
にお願いしています。

②学部・学級通信－週 1 回程度は発行したいもの
です。但し、個人に関する内
容の扱いには十分に注意しな
ければなりません。

③連絡ノート －学校での子どもの様子や連絡
事項を伝え、家庭での様子や
疑問・要望を伝えてもらいま
す。ここでは、主に個人的な
内容が中心になります。

④保護者会 －担任と保護者がお互いに学校
や家庭で、どのように子ども
を指導したらよいか話し合え
る雰囲気をつくるよう心がけ
ます。

⑤家庭訪問 －家庭の様子や地域の状況を、
直接、担任として知るととも
に、個人的な相談に応じる機
会とします。

⑥その他 －その都度、必要に応じて電話
連絡や個別の面談等を実施し
ます。

7-5　他機関との連携

校医、教育委員会、児童相談所、福祉事務所、就
学前児童施設、公共職業安定所、卒業後の進路先で
ある事業所や作業所など、児童生徒の指導にかかわ
るさまざまな他機関との連携をとることが大切で
す。

教師は、学校として取り組める限界を知り、他機
関に協力や支援を求める心構えも必要です。

7-6　複数担任

特別支援学校では、複数で担任する場合が多くあ
ります。

その場合、効果的なティームティーチングを行な
うため、一人ひとりの障害の様子や指導のあり方等
について、教師間で十分に意見を出し合い共通理解
を図ることが大切です。特に、それぞれの役割分担
を明確にしておくことが必要です。そして、一人ひ
とりの子どもの個性を伸ばす適切な指導ができるよ
うにしなければなりません。

T・T は、チームワークがとれて、はじめてその
機能を発揮するものです。お互いの教師の経験や持
ち味を生かせるよう、常に十分な話し合いをもつこ
とが必要です。

7-7　学級事務（表簿を中心に）

学級担任の仕事には、学級にかかわる表簿の作成
や調査等もあります。出席簿、通知票、健康に関す
る書類、指導要録等への記入、その他諸調査等があ
ります。
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その都度、それぞれの表簿の記入方法を確実に学
び実行することが求められます。

そのうえで、学級を経営していくために不可欠な
たくさんの学級事務を、少しでも早く効率的に処理
していく工夫ができるようになることが必要です。

なお、知的障害特別支援学校以外の特別支援学校
については、それぞれの障害に対する配慮から、こ
れまで述べてきた学級経営と多少異なる点があるこ
とを付記しておきます。

学校は、児童生徒の人格形成を意図的、目的的に
行なう組織体です。一人ひとり個性をもった児童生
徒及び教職員が、それぞれの持ち味を十分に発揮
し、愛情と信頼に基づきながら学び合うことが大切
です。

学級担任は、学校の教員です。組織の一員として
「ムダなく、ムリなく、ムラなく」活動し、協力し
て、合理的かつ効率的に職務を遂行していくことが
望まれます。

（特別支援教育コース　M.M.）
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Ⅲ　学習指導案について
1. 学習指導案の作成について

学習指導案は、「授業の設計図」といわれています。
学校の定めた指導計画に基づき、各教師が担当する学
部・学級・学習グループの児童生徒の実態に応じて、
その指導目標を達成するために作成する最も具体的な

指導計画が、学習指導案です。特別支援教育の学習指
導案の作成に当たっては、児童生徒一人ひとりの実態
に即した、個々の目標、個別の手立て、個別の学習課
題、個別の評価を具体的に明記することが大切です。
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１．関係法規

1.1　教育の基本

(1)　思想及び良心の自由

憲法第19条　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
(2)　学問の自由

憲法第23条　学問の自由は、これを保障する。
(3)　教育を受ける権利

子どもの権利条約第28条（教育への権利）　　１．締約国は、子どもの教育への権利を認め、かつ、
漸進的におよび平等な機会に基づいてこの権利を達成するために、とくに次のことをする。

ａ．初等教育を義務的なものとし、かつすべての者に対して無償とすること。
ｂ．一般教育および職業教育を含む種々の形態の中等教育の発展を奨励し、すべての子ど
もが利用可能でありかつアクセスできるようにし、ならびに、無償教育の導入および必要
な場合には財政的援助の提供などの適当な措置をとること。
ｃ．高等教育を、すべての適当な方法により、能力に基づいてすべての者がアクセスでき
るものとすること。
ｄ．教育上および職業上の情報ならびに指導を、すべての子どもが利用可能でありかつア
クセスできるものとすること。
ｅ．学校への定期的な出席および中途退学率の減少を奨励するための措置をとること。

２．締約国は、学校懲戒が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつこの条約に従って行
われることを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。
３．締約国は、とくに、世界中の無知および非識字の根絶に貢献するために、かつ科学的お
よび技術的知識ならびに最新の教育方法へのアクセスを助長するために、教育に関する問題
について国際協力を促進しかつ奨励する。この点については、発展途上国のニーズに特別の
考慮を払う。

同条約第30条（少数者・先住民の子どもの権利）　　民族上、宗教上もしくは言語上の少数者、また
は先住民が存在する国においては、当該少数者または先住民に属する子どもは、自己の集団
の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰しかつ実践し、または自己
の言語を使用する権利を否定されない。

憲法第26条　すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受け
る権利を有する。

(4)　教育の機会均等

教育基本法第４条（教育の機会均等）　　すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける
機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地に
よって、教育上差別されない。
２．国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けら
れるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
３．国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者
に対して、奨学の措置を講じなければならない。

(5)　男女共同参画と男女共学

男女共同参画社会基本法第１条（目的）　　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情
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勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会
の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画
社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

同法第10条（国民の責務）　　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本
理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

(6)　国民に対する責任

教育基本法第16条（教育行政）　　教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定
めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割
分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
２．国は全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総
合的に策定し、実施しなければならない。
３．地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関
する施策を策定し、実施しなければならない。
４．国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ維持的に実施されるよう、必要な財政上の措置
を講じなければならない。

同法第17条（教育振興基本計画）　　政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項
について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
２．地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体にお
ける教育の振興のための施策の関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

1.2　教育の目的・方針

子どもの権利条約第29条（教育の目的）　１．締約国は、子どもの教育が次の目的で行われることに同意する。
ａ．子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。
ｂ．人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること。
ｃ．子どもの親、子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値の尊重、子ども
が居住している国および子どもの出身国の国民的価値の尊重、ならびに自己の文明と異な
る文明の尊重を発展させること。
ｄ．すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民間の理解、平和、
寛容、性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送
れるようにすること。
ｅ．自然環境の尊重を発展させること。

２．この条または第28条のいかなる規定も、個人および団体が教育機関を設置しかつ管理す
る自由を妨げるものと解してはならない。ただし、つねに、この条の１に定める原則が遵守
されること、および当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の
基準に適合することを条件とする。

教育基本法前文　我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させ
るとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を
尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化
の創造を目指す教育を推進する。

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、
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その振興を図るため、この法律を制定する。
同法第１条（教育の目的）　教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要

な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
同法第２条（教育の目標）　教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。
１．幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、
健やかな身体を養うこと。
２．個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の精神を養うととも
に、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
３．正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体
的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
４．生命を尊び、自然と大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
５．伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、
国際社会の平和と発展に寄与する態度で養うこと。

同法第３条（生涯学習の理念）　国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、
その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適
切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

1.3　義務教育

憲法第26条２　すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義
務を負う。義務教育は、これを無償とする。

教育基本法第５条（義務教育）　国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受
けさせる義務を負う。
２．義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に
生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目
的として行われるものとする。
３．国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担
及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
４．国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

学校教育法第16条（就学義務）　保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）
をいう。以下同じ。）は、次条に定めるところにより、子に９年の普通教育を受けさせる義務を負う。

同法第17条　保護者は、子女の満６才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達し
た日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。

（以下略）
同法第17条２　保護者は、子女が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における

最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学
校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

1.4　学校教育

教育基本法第６条（学校教育）　法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及
び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
２．前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、
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体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生
活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視
して行わなければならない。

同法第７条（大学）　大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探求し
て新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するも
のとする。
２．大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなけれ
ばならない。

同法第８条（私立学校）　私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国
及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の
振興に努めなければならない。

同法第10条（家庭教育）　父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生
活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図
るよう努めるものとする。
２．国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報
の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

同法第11条（幼児期の教育）　幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに
かんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方
法によって、その振興に努めなければならない。

同法第12条（社会教育）　個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共
団体によって奨励されなければならない。
２．国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の
利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければなら
ない。

同法第13条（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）　学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教
育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

学校教育法第１条　この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援
学校、大学及び高等専門学校とする。

同法第22条　幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やか
な成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

同法第26条　幼稚園に入園することのできる者は、満３才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とす
る。

同法第29条　小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施す
ことを目的とする。

同法第32条　小学校の修学年限は、６年とする。
同法第45条　中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる

普通教育を施すことを目的とする。
同法第47条　中学校の修学年限は、３年とする。
同法第50条　高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教

育及び専門教育を施すことを目的とする。
同法第56条　高等学校の修業年限は、全日制の課程については、３年とし、定時制の課程及び通信制の課程

については、３年以上とする。
同法第72条　特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱

者を含む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すととも
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に、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを
目的とする。

同法第81条２　幼稚園、小学校、中学校及び高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当す
る児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
１　知的障害者
２　肢体不自由者
３　身体虚弱者
４　弱視者
５　難聴者
６　その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

1.5　教育内容

(1)　中立性

教育基本法第14条（政治教育）　良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重しなければならない。
２．法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的
活動をしてはならない。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第３条　何人も、教育を利用し、特定
の政党その他の政治的団体（以下「特定の政党等」という。）の政治的勢力の伸長又は減退に資する
目的をもって、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体（その団体を主たる構
成員とする団体を含む。）の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、こ
れらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対
させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

同法第４条　前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は３万円以下の罰金に処する。
教育基本法第15条（宗教教育）　宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的教養及び宗教の社会
生活における地位は、教育上尊重しなければならない。
２．国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をして
はならない。

(2)　教育課程

学校教育法施行規則第50条　小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭
及び体育の各教科（以下本節中「各教科」という。）、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並び
に特別活動によって編成するものとする。

同規則第52条　小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学
大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

同規則第54条　児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合す
るように課さなければならない。

同規則第72条　中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によつ
て編成するものとする。
２．必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語（以下
この条において「国語等」という。）の各教科とする。
３．選択教科は、国語等の各教科及び第74条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必
要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して
設けるものとする。
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同規則第74条　中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学
大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

同規則第109条　中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例と
して文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

同規則第115条　併設型中学校及び併設型高等学校においては、こ中学校における教育と高等学校における教
育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

1.6　児童・生徒等懲戒

学校教育法第11条　校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところによ
り、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

学校教育法施行規則第26条　校長及び教員が児童等に懲罰を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応
ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
２．懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長（大学にあたっては、学長の委任を受けた学
部長を含む。）が行う。
３．前項の退学は、公立の小学校、中学校（学校教育法第71条の規定により高等学校における教育
と一貫した教育を施すもの（以下「併設型中学校」という。）を除く。）又は特別支援学校に在学す
る学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。

１　性行不良で改善の見込がないと認められる者
２　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
３　正当の理由がなくて出席常でない者
４　学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

４．第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

1.7　職　員

(1)　教職員

教育基本法第9条（教員）　法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養
に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
２．前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適
正か期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

同法第27条　幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
２．幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、
事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
３．第１項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かな
いことができる。
４．園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
５．副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
６．教頭は、園長（副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長）を助け、園務を整理し、及
び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
７．主幹教諭は、園長（副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長）及び教頭を助け、命を
受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
８．指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充
実のために必要な指導及び助言を行う。
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９．教諭は、幼児の保育をつかさどる。
10．特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くこ
とができる。

学校教育法第37条　小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
２．小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要
な職員を置くことができる。
３．第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護を
つかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置か
ないことができる。
４．校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
５．副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
６．副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
この場合において、副校長が２人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代
理し、又は行う。
７．教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）を助け、校務を整理し、及
び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
８．教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）に事故があるときはその職
務を代理し、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）が欠けたときはその職務を
行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務
を代理し、又は行なう。
９．主幹教諭は、校長（副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を
受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
10．指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及
び充実のために必要な指導及び助言を行う。
11．教諭は、児童の教育をつかさどる。
12．養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
13．栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
14．事務職員は、事務に従事する。
15．助教諭は、教諭の職務を助ける。
16．講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
17．養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
18．特別の事情のあるときは、第１項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護
教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

同法第60条　高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
２．高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教
諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
３．第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
４．実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
５．特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くこと
ができる。
６．技術職員は、技術に従事する。

《教務主任・学年主任》

学校教育法施行規則第44条　小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。

― 73 ―



２．前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置
くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整
理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことがで
きる。
３．教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
４．教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及
び指導、助言に当たる。
５．学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、
助言に当たる。

《保健主事》

同規則第45条　小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置
かないことができる。

２．前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置
くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
３．保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
４．保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

《生徒指導主事》

同規則第69条　中学校には、生徒指導主事を置くものとする。
２．前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭
を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
３．生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。 
４．生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について
連絡調整及び指導、助言に当たる。

《進路指導主事》

同規則第71条　中学校には、進路指導主事を置くものとする。
２．前項の規定にかかわらず、大参考に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭
を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
３．進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業
選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、
助言に当たる。

(2)　職員としての服務や義務

《教育公務員》

教育公務員特例法第21条　教育公務員は、その職務を遂行するために、絶えず研究と修養に努めな
ければならない。

同法18条　公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定に
かかわらず、国家公務員の例による。
２．前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第110条第１項の例に
よる趣旨を含むものと解してはならない。

国家公務員法第102条　職員は政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、
又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人
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事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
２．職員は、公選による公職の候補者となることができない。
３．職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成
員となることができない。

《服務の根本基準》

地方公務員法第30条　すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に
当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

《法令等及び上司の職務上の命令に従う義務》

同法第32条　職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の
機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

《信用失墜行為の禁止》

同法第33条　職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

《秘密を守る義務》

同法第34条　職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

1.8　発達障害者への教育

(1)　発達障害者支援法の目的

発達障害者支援法第１条（目的）　この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促
進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに
かんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明
らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害
者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するよう
その生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(2)　発達障害者の定義

発達障害者支援法第２条（定義）　この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他
の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその
症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
２．この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限
を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
３．この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、
及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助
をいう。

(3)　発達障害者への教育等

発達障害者支援法第８条（教育）　国及び地方公共団体は、発達障害児（十八歳以上の発達障害者であって高
等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。）がその障害の状態に応じ、十分な教
育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるも
のとする。
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２．大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものと
する。

同法第９条（放課後児童健全育成事業の利用）　市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の
利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。

２．附属学校園などの紹介

2.1　教育学部附属小学校

(1)基本的性格

附属小学校は、一般の公立小学校と同様、初等普通教育を行う小学校であるとともに、大学教育学部の附
属学校として、次のような特色ある性格をもつ教育施設です。

①　教育実習校としての性格
教育学部の学生が教育実習生として来校し、小学校の教師として必要な資質を身につけるため、参観
や実習を行う。

②　研究、実験学校としての性格
教育上のさまざまな研究や実験をする学校である。したがって、教育研究の必要上、いろいろな学習
指導法が実験されたり、調査研究が進められたりする。

③　地域の学校教育へ協力する性格
県や市町村教育委員会と緊密な連絡のもとに地域学校の研究や現職教育に協力する。

(2)教育目標

附属小学校の大きな教育目標は、「勤労をいとわない自主的精神の旺盛な、人間性豊かなよき社会人を育成
する。」と定めています。

(3)所在地

さいたま市浦和区常盤６丁目９番44号（〒330-0061 ）
電話 (048)833-6291・6292，832-2101

2.2　教育学部附属中学校

(1)性　格

附属中学校は、一般の公立中学校と同様の中等普通教育を行う学校であり、加えて埼玉大学教育学部の附
属中学校として次のような性格をもっています。

①　教育学部との連携をはかりながら、教育の理論と実際に関する研究並びにその実証をする。
②　教育学部学生の教育実習を担当し、その指導にあたる。
③　県・市町村教育委員会との連携のもとに、県内教育機関との研究の交流をはかり、教育実践の拡充・

発展に努める。

(2)教育目標

附属中学校の教育目標は、「正しい判断とたくましい実践力を持った自主的人間の形成」です。
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(3)所在地

さいたま市南区別所４丁目２番５号（〒336-0021 ）
電話 (048)862-2214　FAX (048)865-6484

2.3　教育学部附属特別支援学校

(1)附属特別支援学校の経営と特色

社会の変化をみきわめながら、21世紀の学校教育の姿を展望しつつ、その対応について考え、実践研究校・
教育実習校としての附属特別支援学校のあり方を追求しています。

附属特別支援学校は、小学部・中学部・高等部と三つの学部から成りますが、全校で９学級、児童生徒60
名と学校規模は小さい。しかし、「山椒は小粒でもピリリとからい」教育活動をめざし、子どもたちを中心に、
教師と保護者が一体となって、みんな仲良く、自らを育てる主体者となる魅力ある学校作りを行っていきたい
と考えています。

そのためには、教師は子どもや家庭や地球への奉仕者であり、同時に発達する主体でもあることを念頭に
置き、広く情報を収集し、社会の変化や将来の姿を展望しつつ、お互いに協力しあい、自らが高まって行くよ
うな学校経営が必要と考えています。

(2)所在地

さいたま市北区日進町２丁目480 番（〒331-0823 ）
電話 (048)663-6803

2.4　教育学部附属幼稚園

(1)教育目標

附属幼稚園の教育目標は、「子どもの自らのびる力を育てる」ことです。

(2)経営の基本

上記の目標達成のために、以下のことを園経営の基本としています。
①　登降園は保護者同伴での徒歩によるものとし、登降園時の交通安全・事故防止に努めるとともに園児と家族

との直接的な心の交流の場とし、併せて幼稚園と家族との日々の緊密な連携を図る機会として活用している。
②　教員個々の自主的自発的研修を重視することにより、教員の個性を尊重し、職務に対する責任感と情

熱を主体的に喚起させ、子どもに感動と喜びをもたらす教員の輩出に努めている。
③　調和のとれた教育課程の作成により、子どもに豊かな園生活を体験させる。また、保育実践の結果を

綿密に吟味評価し、それらをフィードバックさせることにより教育課程の改善に努めている。
④　施設・設備等の教育環境の保全と改善に努める。
⑤　附属幼稚園の社会に対する任務と役割として課せられている教育研究の成果の公表については、質

の高さと正確さを旨としている。

(3)所在地

さいたま市浦和区常盤８丁目13番１号（〒330-0061 ）
電話 (048)833-6288，831-2010
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３．教育実践総合センターの紹介

(1)教育実践総合センター

本センターは、教育実践に関する理論的、実践的研究を行い、学部や大学院の研究・教育はもとより、広
く現場教育の充実に寄与することを目的として、附属小学校と隣接した場所に設置されました。

現在は次の三つの部門があり、それぞれ授業実践や、学校や子どもたちの現状に対応した研究と教育の活
動を行っています。

構成部門・活動

１．教育実践部門　‥‥　授業実践に関する実証的研究、資料の収集整備、教師教育・教育実習のための基
礎研究、現職教員との研究会・ワークショップ等を行っている。
ビデオライブラリーの整備とインターネットによる公開への準備も進めている。

２．教育相談部門　‥‥　いじめ、不登校等の臨床的・実践的課題に対して学校や家庭・地域をめぐる相談
活動を行ったり、またそれらに対応するカウンセラー養成講座、さらに埼玉県、さ
いたま市と協力しつつ臨床的問題についての実証的研究及び民間団体との連絡を
行っている。
附属校園との連携のもとに相談ネットワークの構築も進めている。

３．教員養成部門　‥‥　学部の各講座、埼玉県・さいたま市教育委員会、各市町村教育委員会等と連携し
て、教員養成の充実、教員の資質・能力の向上を目指し、実践的な研究及び活動を
行う。

埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター
〒330-0061　さいたま市浦和区常盤6-9-44（附属小学校敷地内）
電話 (048)832-9866  　FAX (048)831-0044
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４．関連資料
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1996年５月25日　印刷
1996年５月31日　発行
2002年４月１日　改訂版発行
2006年４月１日　第三改訂版発行
2007年４月１日　第四改訂版発行
2016年12月26日　第五改訂版発行
2020年４月１日　第六改訂版発行

発行　　埼 玉 大 学 教 育 学 部
『教育実習の手引き』編集委員会

〒338-8570
埼玉県さいたま市桜区下大久保255
電話 ： 048－858－3144

印刷　　株 式 会 社 コ ー ム ラ
〒501-2517
岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ3
電話 ： 058－229－5858（代）

【 改 訂 版 作 成 】

　2019年度教育実習委員会　特別支援教育講座

　附属特別支援学校
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